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介護保険制度改正のポイント 
 

１ 介護保険制度の見直しに関する意見（R4.12.20 社会保障審議会介護保険部会） 

 ⑴ 生活を支える介護サービス等の基盤の整備 

   全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向けて、質の高い医療・介護を

効率的に提供するための基盤整備を図ること 

 ⑵ 様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現 

   2025 年に向けた地域包括ケアシステムの構築及び地域共生社会の実現を目指す

取組を更に加速化させること 

 ⑶ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

   介護保険制度の財政的な持続可能性に加え、サービス提供の持続可能性を高める

こと 

 

２ 基本指針のポイント（R5.3 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議） 
 ⑴ 介護サービス基盤の計画的な整備 

  ア 地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

    ・施設・サービス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討 

    ・医療・介護の連携強化 

    ・中長期的なサービス需要見込みを地域関係者と共有し、基盤の在り方を議論 

  イ 在宅サービスの充実 

    ・複合的な在宅サービスの整備を推進 

    ・地域密着型サービスの更なる普及 

 ⑵ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

  ア 地域共生社会の実現 

    ・総合事業の充実を推進 

    ・地域リハビリテーション支援体制の構築の推進 

    ・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備 

    ・認知症への社会の理解を深める 

  イ デジタル技術を活用した医療・介護情報基盤の整備 

  ウ 保険者機能の強化 
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    ・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

 ⑶ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

   ・処遇改善、人材育成支援、離職防止、外国人材の受入環境などを総合的に実施 

   ・生産性向上に資する支援・施策を総合的に推進 

   ・介護サービス事業者の財政状況等の見える化を推進 

   ・介護認定審査会の簡素化や認定事務の効率化に向けた取組の推進 
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全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 
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その他資料は以下のホームページで公開されております。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31512.html 

 
 








































